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訂正箇所 正 誤 

１ページ 

Ⅰ 調査等の状況 

１ 所得税の調査等

の状況 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 390 件（前事務

年度 491 件）、着眼調査が 95 件（同 119 件）であり、簡易

な接触の件数は 2,504 件（同 3,589 件）となっています。 

 これらの調査等の合計件数は 2,989 件（同 4,199 件）であ

り、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 1,569 件（同

1,939 件）となっています。 

 

        （ 省 略 ） 

 

⑶ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、6 億 9 千 8 百万円（同 5 億 1千

1 百万円）であり、そのうち特別調査・一般調査によるもの

は 6億 8千 7 百万円（同 4 億 9千 5百万円）、着眼調査によ

るものは 1千 1百万円（同 1千 6 百万円）となっています。 

 また、簡易な接触による追徴税額は 9 千 2 百万円（同 7 千

6 百万円）となっており、調査等合計では 7億 9 千万円（同

5 億 8千 7百万円）となっています。 

 

 

⑴ 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が 390 件（前事務

年度 491 件）、着眼調査が 95 件（同 119 件）であり、簡易

な接触の件数は 2,501 件（同 3,589 件）となっています。 

 これらの調査等の合計件数は 2,986 件（同 4,199 件）であ

り、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は 1,569 件（同

1,939 件）となっています。 

 

        （ 省 略 ） 

 

⑶ 追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算

税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、6 億 9 千 8 百万円（同 5 億 1千

1 百万円）であり、そのうち特別調査・一般調査によるもの

は 6億 8千 7 百万円（同 4 億 9千 5百万円）、着眼調査によ

るものは 1千 1百万円（同 1千 6 百万円）となっています。 

また、簡易な接触による追徴税額は 8千 9 百万円（同 7千

6 百万円）となっており、調査等合計では 7億 8千 7 百万

円（同 5億 8千 7 百万円）となっています。 

※下線部が訂正箇所である。 
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○所得税の調査等の

状況 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合

計の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。 

   ４ 追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。 

   ５ 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。 
 

 

（注）１ 令和元年７月から令和２年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合

計の計数である。 

   ２ 上段は、前事務年度の計数である。 

   ３ 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。 

   ４ 追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。 

   ５ 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。 

 

 

※下線部が訂正箇所である。 

 

 


